
島 根 県 立 学 校 体 育 施 設 開 放 要 綱

（ 目 的 ）

第 １ 条 こ の 要 綱 は 、 県 民 の 健 康 の 保 持 増 進 及 び 体 力 の 向 上 並 び に 生 涯

ス ポ ー ツ の 普 及 振 興 を 図 る た め 、 学 校 体 育 施 設 を 学 校 教 育 に 支 障 の な

い 範 囲 に お い て 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 運 営 委 員 会 の 設 置 ）

第 ２ 条 県 立 学 校 体 育 施 設 の 開 放 を 円 滑 に 行 い 運 営 ・ 管 理 に 万 全 を 期 す

た め 、学 校 ご と に 学 校 体 育 施 設 開 放 運 営 委 員 会（ 以 下 、「 運 営 委 員 会 」

と い う 。） を 設 置 す る も の と す る 。

２ 運 営 委 員 会 の 組 織 及 び 所 掌 事 務 等 に つ い て は 、 別 に 定 め る 。

（ 管 理 責 任 ）

第 ３ 条 こ の 要 綱 の 主 旨 に 基 づ く 管 理 責 任 は 、 使 用 者 の 責 め に 帰 す べ き

も の を 除 き 、 島 根 県 教 育 委 員 会 が 負 う も の と し 、 当 該 学 校 長 は 、 責 任

を 負 わ な い も の と す る 。

（ 開 放 施 設 ）

第 ４ 条 開 放 す る 施 設 は 、 当 該 学 校 長 が 定 め る 。

（ 開 放 日 及 び 開 放 時 間 ）

第 ５ 条 開 放 日 及 び 開 放 時 間 は 、 当 該 学 校 長 が 定 め る 。

（ 使 用 者 及 び 登 録 ）

第 ６ 条 当 該 学 校 の 体 育 施 設 を 使 用 で き る 者 は 、 ス ポ ー ツ 活 動 を 目 的 と

し 、代 表 者 の 明 確 な 団 体 及 び グ ル ー プ（ 以 下「 使 用 者 」と い う 。）で 、

当 該 学 校 に 登 録 さ れ た も の で な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 登 録 を 受 け よ う と す る 者 は 、 登 録 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 使

用 す る １ か 月 前 ま で に 提 出 す る も の と す る 。

３ 登 録 の 通 知 は 、 当 該 学 校 長 が 文 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を も っ て 行 う 。

（ 使 用 責 任 者 ）

第 ７ 条 使 用 者 は 、 使 用 者 の 中 に 使 用 責 任 者 を 置 く こ と と し 、 そ の 職 務

内 容 等 に つ い て は 、 別 に 定 め る 。

（ 使 用 者 の 義 務 と 責 任 ）

第 ８ 条 使 用 者 は 、 使 用 規 定 を 遵 守 す る と と も に 、 使 用 中 の 事 故 防 止 に

万 全 を 期 し 、 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 に そ の 責 任 を 負 う も の と す る 。

２ そ の 他 当 該 学 校 長 か ら 指 示 さ れ た 規 定 を 遵 守 す る 。

（ 使 用 の 取 消 し ）

第 ９ 条 使 用 者 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 は 、 登 録 及 び 使 用 を 取 り

消 す こ と が で き る 。

一 虚 偽 の 申 請 の 事 実 を 発 見 し た と き

二 そ の 他 使 用 者 と し て 不 適 当 と 認 め た と き



（ 使 用 申 請 書 の 提 出 及 び 許 可 ）

第 1 0条 使 用 者 は 、 体 育 施 設 を 使 用 し よ う と す る と き は 、 行 政 財 産 一 時

使 用 許 可 申 請 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 当 該 学 校 長 に 提 出 す る も の と す る 。

２ 申 請 書 の 受 付 は 、 原 則 と し て 使 用 す る １ か 月 前 か ら １ 週 間 前 ま で と

す る 。

３ 許 可 の 通 知 は 、 当 該 学 校 長 が 文 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） を も っ て 行 う 。

４ 許 可 後 に あ っ て も 、 学 校 行 事 、 体 育 施 設 の 状 況 等 に よ り 、 当 該 学 校

長 が 使 用 不 可 と 認 め た と き は 、 そ の 許 可 を 変 更 又 は 取 り 消 す こ と が で

き る 。

こ の 場 合 に お い て 、 使 用 者 に 生 じ た 損 失 に つ い て は 、 補 償 し な い も

の と す る 。

（ 事 故 後 の 処 置 ）

第 1 1条 使 用 責 任 者 は 、 使 用 中 に 重 大 な 事 故 が 発 生 し た と き は 、 当 該 学

校 長 に 直 ち に 連 絡 す る と と も に 事 故 発 生 状 況 報 告 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） を

提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２ 当 該 学 校 長 は 、 文 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 島 根 県 教 育 委 員 会 教 育 長

に 報 告 す る も の と す る 。

（ 使 用 料 等 及 び 損 害 の 弁 償 ）

第 1 2条 当 該 学 校 長 は 、 体 育 施 設 開 放 の た め の 施 設 の 使 用 料 は 徴 収 し な

い も の と す る 。

２ 体 育 施 設 使 用 の た め の 光 熱 水 費 等 経 費 は 、 使 用 者 が 負 担 す る も の と

し 、 そ の 基 準 は 別 に 定 め る 。

３ 使 用 者 は 、 施 設 用 具 等 の 全 部 又 は 一 部 を 滅 失 又 は き 損 し た 場 合 は 、

直 ち に 施 設 用 具 破 損 届 （ 様 式 第 ６ 号 ） を 当 該 学 校 長 に 提 出 し 、 そ の 損

害 を 弁 償 し な け れ ば な ら な い 。

（ 使 用 施 設 の 使 用 後 の 処 置 ）

第 1 3条 使 用 責 任 者 は 、 使 用 後 速 や か に 施 設 用 具 を 点 検 し て 原 形 に 復 す

と と も に 、 使 用 報 告 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に 記 載 し て 、 当 該 学 校 長 に 使 用

終 了 報 告 を し な け れ ば な ら な い 。

（ 実 績 報 告 ）

第 1 4条 当 該 学 校 長 は 、 当 該 年 度 の 使 用 の 実 績 を 文 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に

よ り 島 根 県 教 育 委 員 会 教 育 長 に 報 告 す る も の と す る 。

（ 実 施 細 則 ）

第 15条 そ の 他 こ の 要 綱 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。

附 則 こ の 要 綱 は 、 平 成 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。


